
4昭島市役所☎544-5111（代表）

　
旧
中
神
村
の
鎮
守
熊
野
神
社
に
伝
承
す
る
獅

子
舞
で
、
悪
霊
退
散
・
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る

神
事
芸
能
で
す
。

　
昭
和
62（
１
９
８
７
）年
に
都
無
形
民
俗
文
化

財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
演
目
十
二
狂
い
が
す

べ
て
で
き
る
の
は
、
都
内
で
は
唯
一
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
本
宮
の
道
中
行
列
で
は
、「
宿や

ど
」に
指
定
さ
れ

て
い
る
中
神
自
治
会
館
を
出
発
し
、
熊
野
神
社

ま
で
歩
き
ま
す
。

【
熊
野
神
社
春
祈
祷
奉
納
ま
つ
り
】

◎
宵
宮=

４
月
４
日（
土
）

◇ 

時
間
・
場
所　
午
後
４
時
か
ら
福
巌
寺
、
中

神
日
枝
神
社
で

◎
本
宮=

４
月
５
日（
日
）

◇
時
間
・
場
所

＊ 
道
中
行
列
＝
午
前
９
時
30
分
に
中
神
自
治
会

館（
中
神
町
２
丁
目
）を
出
発
し
、
熊
野
神
社

ま
で

＊ 

奉
納
獅
子
舞
＝
午
前
11
時
か
ら
熊
野
神
社
で

☆
詳
し
く
は
、
文
化
財
担
当
へ
。

東
京
都
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

中
神
の
獅
子
舞

●
一
般
廃
棄
物
指
定
収
集
袋
及
び
粗

大
ご
み
処
理
券
取
扱
店
の
追
加
　

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
昭
島
田
中
町

店（
田
中
町
１
丁
目
）　
〈
清
掃
セ
ン

タ
ー
☎
541
１
３
４
２
〉

●
一
般
廃
棄
物
指
定
収
集
袋
取
扱
店

の
取
り
や
め　
寝
具
店
ベ
ル
オ
ー
ル

玉
川（
中
神
町
）　
〈
清
掃
セ
ン
タ
ー

☎
541
１
３
４
２
〉

●
省
エ
ネ
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
登
録
を

家
庭
で
の
地
球
温
暖
化
対
策
を
推

進
す
る
た
め
、
CO2（
二
酸
化
炭
素
）の

削
減
に
協
力
し
て
い
た
だ
く
省
エ
ネ

フ
ァ
ミ
リ
ー
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

毎
月「
あ
き
し
ま
省
エ
ネ
家
計
簿
」を

記
録
し
、年
に
１
回
報
告
し
ま
す
。CO2

の
削
減
量
が
優
秀
な
家
庭
に
は
、
優

秀
賞
と
し
て
記
念
品
を
贈
り
ま
す
。　

登
録
各
家
庭
に
配
布
す
る「
資
源
・
ご

み
の
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
」内
の「
あ
き

し
ま
省
エ
ネ
フ
ァ
ミ
リ
ー
宣
言
書
」

を
、環
境
課
計
画

推
進
係
へ　
〈
環

境
課
計
画
推
進

係
〉

く

ら

し

◇ 対象　保育士、または、
教員（幼稚園教諭を含
む）の資格を持つ方
◇ 雇用期間　雇用日から
平成28年３月31日まで

◇ 勤務日時　月～金曜日
のうち週３～５日で、
午後１時15分～７時の
うち原則4.5時間
※ 土曜日（隔週）、学校休
業日の勤務があります。
◇ 時給　1000円（有給休暇
あり）
◇募集人数　若干名

◇選考　面接
◇ 雇用主　社会福祉事業
団
※ 学童クラブ運営を27年
度から委託します。
◇ 申し込み　３月27日ま 
でに臨時職員申込書
（市役所学童クラブ係
にあり）と資格の分か
る書類の写しを持っ
て、本人が学童クラブ
係へ
☆詳しくは、学童クラブ
係へ。

学童クラブの臨時職員を募集

　ハローワーク立川と昭島市との
共同事業で開室しているあきしま
就職情報室では、タッチパネル式
のパソコンを使って、全国のハ
ローワークの求人情報を簡単に検索・閲覧で
きます。
　また、専門の職員が、就職の相談や求人情
報の紹介を行います。　 
◇ 開室日時　月～金曜日（祝日、年末年始を
除く）の午前９時～午後５時

◇場所　勤労商工市民センター
◇電話番号　544-8617
☆詳しくは、産業振興係へ。

あきしま就職情報室を
ご利用ください

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　

市
職
員
を
装
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ（
現

金
自
動
預
払
機
）を
操
作
さ
せ
る

還
付
金
詐
欺
の
電
話
が
増
え
て
い

ま
す
。

　
「
還
付
金
を
振
り
込
む
の
で
口

座
番
号
を
教
え
て
ほ
し
い
。
携
帯

電
話
を
持
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
き
、

手
続
き
を
」と
い
う
相
手
の
指
示

に
従
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
す
る

と
、
逆
に
お
金
を
振
り
込
む
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
市
職
員
が
電
話
で
口
座
番
号
を

聞
い
た
り
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
還
付
手
続

き
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
電
話
の
相
手
か
ら
お
金
の
話
が

出
た
ら
、
す
ぐ
家
族
に
連
絡
す
る

か
、警
察
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
市
役
所
暮
ら
し
の

安
全
係
へ
。

家
族
や
警
察
に

相
談
を
！

あ
き
し
ま
省
エ
ネ
フ
ァ
ミ
リ
ー
宣
言
書
▶


